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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺の基材と、該基材の下面より下方へ突出した支持脚と、軟質素材からなり且つ薄肉
の基部と該基部の下面より下方へ突出した複数の突出部と該突出部の下面に形成された複
数の凸部とを有する防振部材と、を備え、該防振部材と上記支持脚との干渉を避けるよう
に且つ上記複数の突出部が上記基材の長手方向に間隔を空けて配置されるように上記基材
の下面に上記基部の上面が貼り付けられた間仕切り壁支持部材を用意する工程と、
　二重床用の床材を建物躯体の床面から所定高さの間隔を空けて設置する工程と、
　上記床材の設置後、上記の用意された間仕切り壁支持部材を、上記基材と上記床材との
間に上記防振部材が介在するように、上記床材の上面に載置する工程と、
　上記間仕切り壁支持部材の載置後、上記床材の上面に、上記間仕切り壁支持部材の基材
に沿って間仕切り壁を立設する工程とを備えたことを特徴とする二重床構造の施工方法。
【請求項２】
　二重床を構成する床材の上面に間仕切り壁が立設される建物において、上記間仕切り壁
の下端を支持する間仕切り壁支持部材であって、
　上記間仕切り壁の下端部に沿って配置される長尺の基材と、
　該基材の下面より下方に突出し、且つ、該突出量が調整可能な支持脚と、
　軟質素材からなる防振部材と、を備え、
　上記防振部材は、薄肉の基部と、該基部の下面より下方へ突出した複数の突出部と、該
突出部の下面に形成された複数の凸部とを有し、
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　上記基材の下面に、上記防振部材と上記支持脚との干渉を避けるように且つ上記複数の
突出部が上記基材の長手方向に間隔を空けて配置されるように上記基部の上面が貼り付け
られていることを特徴とする間仕切り壁支持部材。
【請求項３】
　上記防振部材は、ゴムまたはエラストマーからなることを特徴とする請求項２に記載の
間仕切り壁支持部材。
【請求項４】
　建物躯体の床面から所定高さの間隔を空けて配置された二重床用の床材と、
　該床材の上面に立設された間仕切り壁と、
　該間仕切り壁の下端を支持する間仕切り壁支持部材とを備えた二重床構造であって、
　上記間仕切り壁支持部材は、上記間仕切り壁の下端部に沿って伸びる長尺の基材と、該
基材から上記建物躯体の床面まで伸びる支持脚と、軟質素材からなる防振部材と、を備え
、
　上記防振部材は、薄肉の基部と、該基部の下面より下方へ突出した複数の突出部と、該
突出部の下面に形成された複数の凸部とを有し、
　上記基材の下面に、上記防振部材と上記支持脚との干渉を避けるように且つ上記複数の
突出部が上記基材の長手方向に間隔を空けて配置されるように上記基部の上面が貼り付け
られており、
　上記床材の上面に、上記突出部の下面が載置されていることを特徴とする二重床構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集合住宅等の建物において床先行工法により構築される二重床構造、この二
重床構造の施工方法、およびこれらに用いられる間仕切り壁支持部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集合住宅の床構造としては、建物躯体の床面から所定高さの間隔を空けて床材を設置し
てなる二重床構造が多く採用される。
【０００３】
　二重床構造の施工方法としては、いわゆる壁先行工法が一般的に知られている。壁先行
工法は、例えば図９に示すように、建物躯体１５２の床面１５４に間仕切り壁１３５を立
設した後、複数の間仕切り壁１３５間に跨って床材１３０を所定高さに設置する工法であ
る。壁先行工法により構築された二重床構造では、間仕切り壁１３５が建物躯体１５２に
直接支持されるため、間仕切り壁１３５の支持強度を十分に確保できる利点を有する。
【０００４】
　しかし、壁先行工法では、間仕切り壁で小さく区切られた空間において、出隅や入り隅
が多い状態で床材を施工しなければならず、部屋隅では際根太の取付けが必要となる。そ
のため、施工が著しく煩雑となってしまう。また、狭い空間で床材を施工することに伴い
、歩留りが悪くなり、材料コストの高騰を招いてしまう。さらに、リフォームの際、間仕
切り壁の配置を変更するためには、間仕切り壁のみならず床材も取り外す必要があるため
、リフォーム時の施工が煩雑となる欠点も有する。
【０００５】
　一方、二重床構造の施工方法として、建物躯体の床面から所定高さの間隔を空けて床材
を設置した後に、床材の上面に間仕切り壁を立設してなる、いわゆる床先行工法が提案さ
れている。
【０００６】
　床先行工法としては、間仕切り壁の設置部分において、床材を下側から支持する補強用
の支持脚等の支持部材を予め設置しておき、支持部材が設置された床材部分に間仕切り壁
を立設する工法や、図１０に示すように、床材１３０を支持する支持部材１４２の設置個
数を通常の２倍以上として、支持部材１４２のピッチを小さくすることで床剛性を高めた
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上で、床材１３０上に間仕切り壁１３５を立設する工法が、従来から採用されている。
【０００７】
　しかし、前者の工法では、床材の設置前に、床材を下側から支持する補強用の支持部材
を、間仕切り壁の設置部分に正確に配置する必要があり、施工が煩雑となる欠点を有する
。また、支持部材の非設置部分に間仕切り壁を立設できないため、床材の設置後に間仕切
り壁を自由に配置できず、設計の自由度が低くなってしまう。一方、後者の工法では、補
強用の支持部材の設置個数が多いため、施工性の悪化と材料コストの増大を招く欠点を有
する。また、両者とも、間仕切り壁が床材上に立設されるため、床衝撃音発生時の振動が
床材から間仕切り壁を通して階下へ伝達しやすい欠点を有する。
【０００８】
　このような問題に鑑みて、特許文献１では、床先行工法における施工性を改善するため
の技術が提案されている。
【特許文献１】特開平６－１０８５６８号公報
【０００９】
　特許文献１の技術では、間仕切り壁の下端部に沿って配置される長尺の基材と、この基
材の下面より下方へ突出した支持脚とを備えた間仕切り壁支持部材が用いられる。間仕切
り壁支持部材は、二重床の床材が設置された後に設置される。具体的には、間仕切り壁支
持部材を設置する際、先ず、床材の所定箇所に複数の開口部を穿設し、これらの開口部に
、間仕切り壁支持部材の支持脚を上側から挿通させて、支持脚の下端を建物躯体の床面に
当接させ、間仕切り壁支持部材の基材を床材上面に載置する。かかる技術によれば、間仕
切り壁支持部材の位置決めを床材の設置後に行うことができ、間仕切り壁支持部材を必要
以上に多く設置することを回避できるため、床先行工法の施工性を従来よりも大幅に改善
できる。また、床材の設置後に、間仕切り壁支持部材および間仕切り壁の設置場所を任意
に決定できるため、設計の自由度を高めることができる。さらに、リフォームの際、床材
を取り外さなくても、間仕切り壁支持部材および間仕切り壁の配置を変更できるため、リ
フォーム時の施工性が良好となる。
【００１０】
　しかし、特許文献１の技術においても、従来の床先行工法と同様、床衝撃音発生時の床
材の振動は、間仕切り壁を通して階下へ伝わりやすく、床衝撃音レベルを低減できなかっ
た。
【００１１】
　このような問題に鑑みて、特許文献２と特許文献３では、床衝撃音レベルを低減するた
めの技術が提案されている。
【特許文献２】特開２００１－３２９６４１号公報
【特許文献３】特開２００１－２９５４５１号公報
【００１２】
　具体的に、特許文献２の技術では、間仕切り壁支持部材が、基材の下面に取り付けられ
たフランジ部と支持脚の外周を囲む円筒部とからなるゴム製の防振部材を備え、間仕切り
壁支持部材を設置したとき、支持脚と床材の開口部の周壁との間に防振部材が介装された
状態となる。かかる構成により、床材と間仕切り壁支持部材との間に防振部材を介在させ
ることで、床材から間仕切り壁への振動の伝達の軽減が図られている。
【００１３】
　特許文献３の技術は、間仕切り壁支持部材の支持脚と、床材の開口部の周壁との間に、
ゴム製の防振部材を装填するものであり、特許文献２の技術と同様、床材と間仕切り壁支
持部材との間に防振部材を介在させることで、床材から間仕切り壁への振動の伝達の軽減
を図っている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかし、特許文献２と特許文献３の技術では、床材の振動の一部は、床材の開口部の周
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壁から防振部材を介して間仕切り壁支持部材の支持脚へ伝わってしまい、支持脚と床材の
開口部の周壁との間に他の部材が介在しない構造と比較すると、床材の振動が支持脚へ伝
わりやすく、間仕切り壁支持部材が振動しやすい。そのため、床衝撃音が発生したとき、
床材から間仕切り壁への振動の伝達を十分に軽減できない恐れがある。
【００１５】
　また、特許文献２の技術では、間仕切り壁支持部材の防振部材が、フランジ部と円筒部
とを組み合わせてなる複雑な構造を有するため、間仕切り壁支持部材の構造の複雑化を招
いてしまう欠点も有する。
【００１６】
　さらに、特許文献３の技術では、間仕切り壁支持部材の取付け作業とは別に、防振部材
の装填作業が必要となるため、施工が煩雑となる欠点を有する。
【００１７】
　そこで、本発明は、床先行工法による二重床構造の施工性の向上、およびこの施工に用
いる間仕切り壁支持部材の構造の簡略化を図りつつ、床衝撃音発生時の床材から間仕切り
壁への振動の伝達を十分に軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題を解決するため、本発明に係る二重床構造の施工方法は、
　長尺の基材と、該基材の下面より下方へ突出した支持脚と、軟質素材からなり且つ薄肉
の基部と該基部の下面より下方へ突出した複数の突出部と該突出部の下面に形成された複
数の凸部とを有する防振部材と、を備え、該防振部材と上記支持脚との干渉を避けるよう
に且つ上記複数の突出部が上記基材の長手方向に間隔を空けて配置されるように上記基材
の下面に上記基部の上面が貼り付けられた間仕切り壁支持部材を用意する工程と、
　二重床用の床材を建物躯体の床面から所定高さの間隔を空けて設置する工程と、
　上記床材の設置後、上記の用意された間仕切り壁支持部材を、上記基材と上記床材との
間に上記防振部材が介在するように、上記床材の上面に載置する工程と、
　上記間仕切り壁支持部材の載置後、上記床材の上面に、上記間仕切り壁支持部材の基材
に沿って間仕切り壁を立設する工程とを備えたことを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る間仕切り壁支持部材は、
　二重床を構成する床材の上面に間仕切り壁が立設される建物において、上記間仕切り壁
の下端を支持する間仕切り壁支持部材であって、
　上記間仕切り壁の下端部に沿って配置される長尺の基材と、
　該基材の下面より下方に突出し、且つ、該突出量が調整可能な支持脚と、
　軟質素材からなる防振部材と、を備え、
　上記防振部材は、薄肉の基部と、該基部の下面より下方へ突出した複数の突出部と、該
突出部の下面に形成された複数の凸部とを有し、
　上記基材の下面に、上記防振部材と上記支持脚との干渉を避けるように且つ上記複数の
突出部が上記基材の長手方向に間隔を空けて配置されるように上記基部の上面が貼り付け
られていることを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係る二重床構造は、
　建物躯体の床面から所定高さの間隔を空けて配置された二重床用の床材と、
　該床材の上面に立設された間仕切り壁と、
　該間仕切り壁の下端を支持する間仕切り壁支持部材とを備えた二重床構造であって、
　上記間仕切り壁支持部材は、上記間仕切り壁の下端部に沿って伸びる長尺の基材と、該
基材から上記建物躯体の床面まで伸びる支持脚と、軟質素材からなる防振部材と、を備え
、
　上記防振部材は、薄肉の基部と、該基部の下面より下方へ突出した複数の突出部と、該
突出部の下面に形成された複数の凸部とを有し、
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　上記基材の下面に、上記防振部材と上記支持脚との干渉を避けるように且つ上記複数の
突出部が上記基材の長手方向に間隔を空けて配置されるように上記基部の上面が貼り付け
られており、
　上記床材の上面に、上記突出部の下面が載置されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、二重床用の床材と、間仕切り壁支持部材の基材との間に防振部材が介
在しているため、基材と床材との間の振動の伝達を防振部材により軽減できる。また、防
振部材は、間仕切り壁支持部材の支持脚との干渉を避けるように設けられているため、支
持脚と床材の開口部の周壁との間に空隙を確保でき、これにより、支持脚と床材との間の
振動の伝達を防止できる。したがって、床衝撃音発生時の床材から間仕切り壁への振動の
伝達、および間仕切り壁から床材への振動の伝達を十分に軽減できる。
【００２２】
　また、間仕切り壁支持部材の防振部材の形状は、基材と床材との間に介在可能なもので
あれば単純な形状でよいため、間仕切り壁支持部材の構造の簡略化を図ることができる。
【００２３】
　さらに、施工の際、防振部材が取り付けられた基材を床材に載置するだけで、床材と基
材との間に防振部材を介在させることができる。また、床材に載置するだけで、基材を所
定高さに設置できるため、基材のレベル調整を行う必要がない。したがって、施工性を向
上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、添付図面に基づいて本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、以下の説明では
、必要に応じて特定の方向や位置を示す用語（例えば、「上」、「下」、「右」、「左」
及びそれらの用語を含む別の用語）を用いるが、それらの用語の使用は図面を参照した発
明の理解を容易にするためであって、それらの用語の意味によって本発明の技術的範囲が
限定されるものではない。
【００２５】
　図１および図２は、本発明の一実施形態に係る間仕切り壁支持部材２を用いた二重床構
造を示している。図１および図２に示す二重床構造は、建物躯体５２の床面５４から所定
高さの間隔を空けて二重床用の床材３０を設置した後、床材３０の上面に間仕切り壁３５
を立設してなる、いわゆる床先行工法により構築されるものであり、集合住宅等の建物に
適用される。
【００２６】
　図２と図６に示すように、床材３０には、間仕切り壁支持部材２の後述の支持脚１０を
挿通させるための複数の開口部３２が所定箇所に穿設されている。開口部３２は例えば円
形とされ、開口部３２の径は、間仕切り壁支持部材２の支持脚１０の径の最大部分と比較
して、５％以上３０％未満大きくすることが好ましい。開口部３２の径を、支持脚１０の
径の最大部分よりも５％以上大きくすることで、支持脚１０を開口部３２へ容易に挿通さ
せることができ、施工性が向上する。開口部３２の径を、支持脚１０の径の最大部分より
も３０％以上大きくすると、開口部３２へ挿通させた支持脚１０の接地位置が不安定とな
ってしまう。
【００２７】
　床材３０は、複数の支持脚４２によって、構造躯体５２の床面５４から所定の間隔を空
けた高さに支持されている。支持脚４２は、隣接する床材３０間に跨って床材３０の下面
に例えばビスにより固定された固定板４８と、固定板４８の中央部を上下方向に貫通する
図示しない貫通穴に取り付けられたナット４６と、ナット４６に螺合されたボルト４４と
、ボルト４４の下端部に取り付けられた緩衝部材５０とを有する。
【００２８】
　間仕切り壁支持部材２は、間仕切り壁３５の下端を支持するための部材であり、図２に
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示すように、間仕切り壁３５の下端部に沿って伸びる長尺の基材４と、基材４から建物躯
体５２の床面５４まで伸びる支持脚１０と、支持脚１０と干渉しないようにして基材４と
床材３０との間に介在する防振部材１８とを備えている。
【００２９】
　図１および図４に示すように、基材４には、上下方向に貫通する複数の貫通穴６が、基
材４の長手方向に所定の間隔を空けて形成されている。基材４の材料としては、例えば、
建材として一般的に使用される合板材料、または単板積層材が用いられるが、その他の木
質材料、または合成樹脂をベースとした木材代替材料を用いることもできる。基材４の断
面形状は、例えば長方形とされるが、これに限定されず、例えば台形としてもよい。
【００３０】
　支持脚１０は、基材４の長手方向に所定の間隔を空けて複数設けられ、各支持脚１０の
上端部が基材４に取り付けられている。隣接する支持脚１０間の間隔は、特に限定されな
いが、例えば３００ｍｍ以上６００ｍｍ以下に設定される。
【００３１】
　支持脚１０は、基材４の貫通穴６に嵌め込まれたナット１４と、ナット１４に螺合され
たボルト１２と、ボルト１２の下端部に取り付けられた緩衝部材１６とを有する。
【００３２】
　ナット１４の外周面には、フランジ１５が径方向外側へ張り出して形成されている。ナ
ット１４の外径は、基材４の貫通穴６の径よりも僅かに大きく、ナット１４は、基材４の
下側から貫通穴６へ圧入されることで、貫通穴６に嵌め込まれる。ナット１４は、フラン
ジ１５よりも上側の部分のみが貫通穴６に嵌め込まれ、フランジ１５よりも下側の部分は
、基材４の下側に露出した状態となる。ナット１４としては、例えば鋼製または樹脂製の
ものが用いられるが、ナット１４の素材は特に限定されるものではない。
【００３３】
　ボルト１２は、ナット１４に対して下側からねじ込まれることで、ナット１４に組み付
けられる。ボルト１２の上端面には、ボルト１２を操作するための溝が形成されており、
ボルト１２の溝にドライバー等を係合させることで、ボルト１２の回転操作が可能となっ
ている。
【００３４】
　緩衝部材１６としては、ゴムまたは軟質の樹脂を用いることが好ましく、これにより、
構造躯体５２の床面５４の不陸を吸収して、床面５４上に支持脚１０を安定して載置でき
る。
【００３５】
　このように構成された支持脚１０は、基材４に取り付けられた状態において、基材４の
下面より下方に突出し、該突出量、すなわち支持脚１０の高さが調整可能となっている。
具体的に、支持脚１０の高さは、ボルト１２を上側から回転操作することにより調整でき
、より具体的には、ナット１４に対して、ボルト１２を下側へ螺進させることで支持脚１
０を長くすることができ、ボルト１２を上側へ螺退させることで支持脚１０を短くするこ
とができる。
【００３６】
　支持脚１０は、床材３０の開口部３２に挿通されており、支持脚１０の外周面と開口部
３２の周壁との間に空隙が確保されている。これにより、床材３０の振動が、開口部３２
の周壁から支持脚１０へ伝達しないようになっている。
【００３７】
　防振部材１８は、基材４の下面に貼り付けられた薄肉の基部２０と、基部２０の下面よ
り下方へ突出した突出部２２とを備えている。防振部材１８は、基部２０において、支持
脚１０との干渉を避けるように基材４の下面に取り付けられ、突出部２２において床材３
０の上面に当接している。
【００３８】
　基部２０は、図５に示すように、基部２０の上面に形成された粘着剤層２６を介して基
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材４の下面に貼り付けられる。なお、防振部材１８の基材４への取付け前において、粘着
剤層２６は、図示しない離型紙等の被覆部材で被覆しておくことが好ましい。ただし、粘
着剤層２６は、必ずしも設ける必要はなく、防振部材１８は、粘着剤または接着剤を基部
２０の上面に塗布して基材４に貼り付けてもよい。
【００３９】
　突出部２２は、基材４の長手方向に間隔を空けて複数配置されている。突出部２２の下
面には複数の凸部２４が形成されているが、必ずしも凸部２４を設ける必要はない。複数
の突出部２２の下面は、互いに略同一面上に配置され、且つ、床材３０の上面への載置面
とされている。
【００４０】
　図４に示すように、防振部材１８は、基材４の下面において隣接する一対の支持脚１０
により挟まれた部分に取り付けられる。なお、基材４の端部の下面には、適当な大きさに
カットされた防振部材１８が取り付けられる。
【００４１】
　防振部材１８は軟質素材からなる。防振部材１８の具体的な素材としては、例えばゴム
または熱可塑性エラストマーが用いられる。防振部材１８は、床衝撃音発生時の振動を十
分に軽減するため、ＪＩＳ　Ｋ６２５３に準拠したＡタイプ硬度を２０以上７０以下に調
製することが好ましい。
【００４２】
　防振部材１８の素材としてゴムを用いる場合、防振部材１８は、１種または２種以上の
ゴム配合組成物を混合または積層して架橋成型することで製造でき、防振部材１８の素材
として熱可塑性エラストマーを用いる場合、防振部材１８は、１種または２種以上の熱可
塑性エラストマー配合組成物を混合または積層して成型することで製造できる。
【００４３】
　間仕切り壁３５の構成は、特に限定されないが、図１と図２に示すように、本実施形態
に係る間仕切り壁３５は、間仕切り壁支持部材２の基材４の上面に固定されたスチールラ
ンナー３６と、スチールランナー３６の上に立設された複数のスタッド３８と、スチール
ランナー３６の幅方向においてスチールランナー３６を挟んだ両側に設けられた複数の壁
材４０とを有する。
【００４４】
　スチールランナー３６としては、例えばＣチャンネルが用いられる。スチールランナー
３６は、上向きに開放した状態で間仕切り壁支持部材２の基材４の長手方向に沿って配置
され、ビス等により基材４の上面に固定されている。ただし、スチールランナー３６に代
えて、鋼製系材料または木質系材料等からなるその他の長尺部材を用いてもよい。
【００４５】
　スタッド３８としては、例えばロ字形の鋼材が用いられる。スタッド３８は、スチール
ランナー３６の長手方向に所定の間隔を空けて複数配置され、各スタッド３８の下端部が
、ビス等によりスチールランナー３６に固定されている。ただし、スタッド３８としては
、鋼製系材料または木質系材料等からなるその他の長尺部材を用いてもよい。
【００４６】
　壁材４０としては、例えば、石膏ボードまたは化粧合板等が用いられる。壁材４０は、
複数のスタッド３８に跨って取り付けられ、ビス等によりスタッド３８およびスチールラ
ンナー３６に固定されている。なお、壁材４０の表面には、図示しない壁紙等の化粧材が
取り付けられる。
【００４７】
　以上のように構成された二重床構造では、床衝撃音が発生したとき、床材３０の振動は
、床材３０から間仕切り壁支持部材２の支持脚１０へ直接伝達されない。また、間仕切り
壁支持部材２の基材４と床材３０との間には防振部材１８が介在するため、床材３０から
基材４への振動の伝達は大きく軽減される。したがって、床衝撃音発生時の振動は、床材
３０から間仕切り壁支持部材２へ極めて伝達され難いため、床材３０から間仕切り壁３５
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への振動の伝達を十分に軽減でき、間仕切り壁３５を介して階下に伝わる床衝撃音レベル
を大きく低減できる。また、同様に、間仕切り壁３５から床材３０への振動の伝達も十分
に軽減できる。
【００４８】
　次に、本発明に係る二重床構造の施工方法の具体例を説明する。
【００４９】
　図６および図７に示すように、先ず、二重床用の床材３０を支持する複数の支持脚４２
を、構造躯体５２の床面５４上の所定位置に配置し、これらの支持脚４２に床材３０を取
り付ける。続いて、支持脚４２のボルト４４を回転操作することで支持脚４２の長さ調整
を行い、床材３０の高さを所定高さに調整する。これにより、床材３０が、建物躯体５２
の床面５４から所定高さの間隔を空けて設置される。
【００５０】
　次に、間仕切り壁３５を設置する位置に応じて、床材３０の所定の位置に、間仕切り壁
支持部材２の支持脚１０を挿通させるための開口部３２を穿設する。このとき、開口部３
２は、床材３０の任意の位置に穿設して、間仕切り壁３５を任意の位置に設置できるため
、設計の自由度が高められている。
【００５１】
　続いて、床材３０の上側から複数の間仕切り壁支持部材２を設置する。各間仕切り壁支
持部材２を設置する際は、間仕切り壁支持部材２の支持脚１０を床材３０の開口部３２へ
上側から挿通させながら、間仕切り壁支持部材２の基材４を床材３０の上面に載置する。
これにより、基材４と床材３０との間に防振部材１８が介装される。このとき、基材４は
、床材３０上に載置するだけで所定の高さに設置されるため、基材４のレベル調整作業を
行う必要がなく、施工の簡略化を図ることができる。
【００５２】
　床材３０の上面に基材４を載置した後、図８に示すように、支持脚１０のボルト１２を
回転操作することで、支持脚１０を下方へ伸長させ、支持脚１０の下端を構造躯体５２の
床面５４に当接させる。このように支持脚１０の長さ調整を行った後、支持脚１０の長さ
を一定に維持するため、ボルト１２とナット１４とを接着剤で固定する。その後、ビス等
により基材４を床材３０に固定する。
【００５３】
　このように間仕切り壁支持部材２を設置した後、床材３０の上面に、基材４に沿って間
仕切り壁３５を立設する。具体的に、図１および図２に示すように、基材４の上面にスチ
ールランナー３６を固定し、スチールランナー３６の上に、複数のスタッド３８を所定の
間隔を空けて配置してスチールランナー３６に固定し、スタッド３８およびスチールラン
ナー３６に、スチールランナー３６の幅方向両側から壁材４０を固定する。最後に、壁材
４０の表面に図示しない化粧材を貼り付けることで、間仕切り壁３５が設置される。
【００５４】
　以上、上述の実施形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定さ
れるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の一実施形態に係る間仕切り壁支持部材を用いた二重床構造を示す断面図
である。
【図２】図１に示す二重床構造を間仕切り壁支持部材の側方から見た断面図である。
【図３】間仕切り壁支持部材を示す斜視図である。
【図４】図３に示す間仕切り壁支持部材の分解斜視図である。
【図５】防振部材を下側から見た斜視図である。
【図６】二重床用の床材と間仕切り壁支持部材を示す斜視図である。
【図７】二重床用の床材と間仕切り壁支持部材を示す断面図である。
【図８】間仕切り壁支持部材の施工手順を示す断面図である。
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【図９】壁先行工法による二重床構造の従来例を示す断面図である。
【図１０】床先行工法による二重床構造の従来例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
　２：間仕切り壁支持部材、
　４：基材、
　１０：支持脚、
　１８：防振部材、
　２０：防振部材の基部、
　２２：防振部材の突出部、
　３０：床材、
　５２：構造躯体、
　５４：構造躯体の床面。

【図１】 【図２】
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【図９】
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